
こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の一部を次のよう

に改正する。

令和８年●月●日

広陵町社会福祉協議会

第３条第３号を次のように改める。

(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合は、

当該交付年度から起算して３年度を超えていないこと。

第５条中「、光熱水費」の下に「、修繕費」を加える。

第６条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業の実施に当たり、地域

のコミュニティの活性化に寄与するこどもの居場所として、広陵

町公民館条例（昭和４８年７月広陵町条例第２６号）に規定する

分館、広陵町立集会所条例（平成８年６月広陵町条例第１号）に

規定する集会所又は広陵町内にあるこれらに類する集会施設（以

下「集会施設等」という。）を使用してこどもの居場所を設置す

る場合の補助金の額は、５万円（１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）をその上限とする。

第１０条に次の２項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、第６条第２項の規定の適用を受ける

補助申請者は、補助対象事業を実施した年度末に当該補助事業年

度における活動実施報告書（集会施設等使用分）（第１７号様式）

を会長に提出しなければならない。この場合において、前項に規

定するこどもの居場所づくり支援事業実績報告書（第９号様式）

及び同項各号に掲げる書類の提出を要しないものとする。

３ 会長は、前２項の規定により提出された書類のほか、必要があ

ると認めるときは、補助申請者に対し、追加の資料の提出を求め

ることができる。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行日前に交付を受けた補助金は、この要綱に基づ

く補助金の交付を受けたものとみなす。



第３号様式（第７条関係）を次のように改める。



第１６号様式（第１６条関係）の次に次の様式を加える。


